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資料１ 

軍事的安全保障研究に関する声明（案）  

日本学術会議が 1949 年に創設され、1950 年に「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこ

れを行わない」旨の声明を、1967 年には同じ文言を含む「軍事目的のための科学研究を行

わない声明」を発した背景には、科学者コミュニティの戦争協力への反省と、再び同様の事

態が生じることへの懸念があった。学術と軍事が接近しつつある中、われわれは、大学等の

研究機関における軍事的安全保障研究、すなわち、軍事的な手段による国家の安全保障にか

かわる研究が、学問の自由及び学術の健全な発展と緊張関係にあることをここに確認し、上

記２つの声明を継承する。 

科学者コミュニティが追求すべきは、何よりも学術の健全な発展であり、それを通じて社

会からの負託に応えることである。学術研究がとりわけ政府によって制約されたり動員さ

れたりすることがあるという歴史的な経験をふまえて、研究の自主性・自律性・公開性が担

保されなければならない。軍事的安全保障研究では、研究の期間内及び期間後に、研究の方

向性や秘密性の保持をめぐって、政府による研究者の活動への介入が強まる懸念がある。 

防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」（2015年度発足）では、将来の装備開発につ

なげるという明確な目的に沿って公募・審査が行われ、外部の専門家でなく職員が研究中の

進捗管理を行うなど、政府による研究への介入が著しく、問題が多い。学術の健全な発展と

いう見地から、むしろ必要なのは、科学者の自主性・自律性、研究の公開性が尊重される民

生分野の研究資金の一層の充実である。 

研究成果は、時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され、攻撃的な目的のためにも使

用されうるため、研究の入り口で研究資金の出所等に関する慎重な判断が求められる。大学

等の各研究機関は、施設・情報・知的財産等の管理責任を有し、国内外に開かれた自由な研

究・教育環境を維持する責任を負うことから、軍事的安全保障研究と見なされる可能性のあ

る研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的・倫理的に審査

する制度を設けるべきである。学協会等において、それぞれの学術分野の性格に応じて、ガ

イドライン等を設定することも求められる。 

研究の適切性をめぐっては、学術的な蓄積にもとづいて、科学者コミュニティにおいて一

定の共通認識が形成される必要があり、個々の科学者はもとより、各研究機関、各分野の学

協会、そして科学者コミュニティが社会と共に考え続けて行かなければならない。科学者を

代表する機関としての日本学術会議は、そうした議論に資する知見を提供すべく、今後も率

先して検討を進めて行く。 


